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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
将
軍
や
執
権
・
得
宗
ら
鎌
倉
幕
府
権
力
者
の
死
が
穢
れ
と
し

て
京
都
に
伝
染
し
、
天
下
触
穢
を
発
生
さ
せ
た
様
相
や
、
朝
廷
に
よ
る
触

穢
へ
の
対
応
の
変
化
な
ど
か
ら
、
鎌
倉
期
の
公
武
関
係
を
読
み
解
こ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。

　

人
の
死
や
出
産
、
動
物
な
ど
の
死
が
穢
れ
と
さ
れ
、
こ
の
不
浄
に
触
れ

る
と
触
穢
と
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
延
喜
式
』
巻
三
神

祇
三
臨
時
祭
の
項
に
拠
る
と
、
人
の
死
穢
の
場
合
は
三
十
日
間
、
神
事
へ

鎌
倉
幕
府
権
力
者
の
死
去
と
触
穢

森
　
幸
夫

の
参
加
や
朝
廷
へ
の
出
仕
な
ど
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た

穢
れ
は
、
そ
の
発
生
源
か
ら
他
の
場
所
や
人
に
も
伝
染
し
た
。
発
生
源
や

そ
の
場
の
穢
れ
た
人
物
を
甲
と
す
れ
ば
、
甲
→
乙
→
丙
→
丁
と
伝
染
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る（
１
）（

た
だ
し
丁
は
穢
れ
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
丙
が
乙
の

場
所
に
行
っ
た
場
合
、
丙
自
身
の
み
が
触
穢
と
な
る
と
の
規
定
が
あ
る
）。

　

こ
の
よ
う
に
穢
れ
は
発
生
源
か
ら
離
れ
て
他
の
場
所
に
も
伝
染
し
た
の

で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
将
軍
・
得
宗
ら
幕
府
為
政
者
の
死

が
京
都
に
穢
れ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
源
頼
朝
以
来
、
幕
府
要

人
の
死
去
が
京
都
に
天
下
触
穢
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
は
、
本
論
で
み
る
表

１
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
横
井
清（
２
）・
黒
田
日
出
男（
３
）・
吉

田
徳
夫（
４
）・

片
岡
耕
平（
５
）・

近
藤
成
一（
６
）ら

の
諸
氏
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
筆
者

も
か
つ
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る（
７
）。

な
か
で
も
吉
田
氏
は
、
頼
朝
を
は
じ

め
と
す
る
、
幕
府
要
人
の
死
去
と
触
穢
に
つ
い
て
多
数
の
事
例
を
挙
げ
て

検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
氏
は
、
朝
廷
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
と
い
う

側
面
に
重
点
を
置
い
て
考
察
し
て
お
り
、
公
武
関
係
と
い
う
政
治
的
側
面

か
ら
の
考
察
は
充
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
天
下
触
穢
認
定
の
基

準
が
承
久
の
乱
を
境
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
片
岡
氏
論
文
や
、
北

条
貞
時
と
い
う
得
宗
の
死
去
が
天
下
触
穢
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
た

近
藤
氏
著
書
も
注
目
さ
れ
る
が
、
何
れ
も
鎌
倉
期
を
通
じ
た
考
察
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
、
公
武
関
係
と
い
う
政
治

的
側
面
か
ら
、
幕
府
要
人
の
死
去
と
天
下
触
穢
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
考
察
に
際
し
留
意
さ
れ
る
の
は
、
吉
田
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、『
法
曹
至
要
抄（
８
）』

一
七
六
条
触
穢
可
依
時
議
事
の
「
無

必
定
例
、
須
仰　

勅
定
」
と
の
規
定
、
つ
ま
り
穢
否
に
関
し
て
「
定
例
」

は
な
く
、
そ
の
最
終
判
断
は
治
天
の
君
が
下
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
下

触
穢
を
認
定
し
た
の
は
、
治
天
の
君
た
る
上
皇
（
ま
た
は
天
皇
）
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
鎌
倉
時
代
、
幕
府
の
勢
力
に
押
さ
れ
、
朝
廷
の
権
力
は
次

第
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
治
天
の
君
が
判
断
を
下
す
と
し

て
も
、
天
下
触
穢
の
認
定
に
際
し
幕
府
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
事
実
、
北
条
時
頼
死
去
の
時
に
は
幕
府
の
意
向
が
尊
重
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
時
頼
死
去
を
き
っ
か
け
に
、
朝
廷
に
よ
る
新
た
な
弔
意
の

作
法
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
も
な
る
。
触
穢
は
政
治
的
な
力
に
よ
っ

て
操
作
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
以
下
、
本
論
で
考
察
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。

一
、
鎌
倉
幕
府
要
人
の
死
去
と
京
都
触
穢
に
つ
い
て
の
概
観

　

最
初
に
、
鎌
倉
幕
府
の
ど
の
よ
う
な
人
物
の
死
去
が
、
都
に
穢
れ
と
し

て
伝
染
し
た
か
を
確
認
し
て
お
く
。
表
１
を
用
い
て
そ
の
概
略
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。

　

表
１
は
藤
原
兼
仲
の
『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
四
月
九
日

条
、
中
原
師
守
の
『
師
守
記
』
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
五
月
四
日
条
、

近
衛
道
嗣
の
『
後
深
心
院
関
白
記
』（『
愚
管
記
』）
同
年
十
二
月
十
日
条
、

な
ど
に
載
せ
る
、
幕
府
の
要
人
が
死
去
し
た
時
に
京
都
に
穢
れ
が
及
ん
だ

事
例
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
は
執
権
北
条
時
宗

の
死
去
、『
師
守
記
』
は
関
東
公
方
足
利
基
氏
の
死
去
、『
後
深
心
院
関
白

記
』
は
将
軍
足
利
義
詮
の
死
去
に
際
し
、
幕
府
要
人
の
死
没
と
そ
の
影
響

に
つ
き
勘
申
さ
れ
た
先
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
勘
仲
記
』
は
鎌
倉
後
期
の
日
記
で
あ
り
、

先
例
と
し
て
鎌
倉
中
期
以
前
の
人
物
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
師
守
記
』

と
『
後
深
心
院
関
白
記
』
は
南
北
朝
期
の
日
記
で
あ
り
、
先
例
の
対
象
は

鎌
倉
時
代
全
般
と
な
り
、
後
者
に
は
⑪
将
軍
足
利
尊
氏
の
事
例
も
み
え
て

い
る
。こ
の
よ
う
な
各
日
記
の
相
違
を
前
提
に
し
て
考
え
る
と
、『
勘
仲
記
』

に
は
④
北
条
政
子
、
⑤
竹
御
所
（
将
軍
九
条
頼
経
室
）、
⑦
北
条
経
時
の

事
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
し
や
す
い
。
将
軍
源
実
朝
の
死
去

以
降
、
幕
政
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
た
「
尼
将
軍
」
政
子
や
、
執

権
経
時
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
が
、
竹
御
所
ま
で

先
例
と
し
て
み
え
る
こ
と
は
、
鎌
倉
中
・
後
期
以
降
、
幕
府
要
人
の
死
去

が
い
か
に
京
都
に
影
響
を
与
え
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、表
１
か
ら
は
、鎌
倉
将
軍
と
し
て
は
①
源
頼
朝
と
②
源
実
朝（
及

び
北
条
政
子
）
が
、
北
条
氏
と
し
て
は
③
義
時
・
⑥
泰
時
・
⑦
経
時
・
⑨

時
宗
・
⑩
貞
時
の
、
北
条
氏
家
督
で
あ
る
得
宗
が
死
去
し
た
際
に
、
京
都

に
穢
れ
が
伝
染
す
る
事
態
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
時
期

に
よ
っ
て
、
幕
府
要
人
の
死
去
が
直
ち
に
触
穢
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

は
注
意
を
要
す
る
。
表
１
の
備
考
欄
に
記
し
た
よ
う
に
、
①
頼
朝
死
去
の

場
合
は
触
穢
か
否
か
の
判
定
の
た
め
軒
廊
御
卜
が
行
わ
れ
て
い
る
し
、
②

実
朝
の
時
に
は
、
内
裏
は
触
穢
と
さ
れ
ず
、
院
中
の
み
が
丙
穢
と
さ
れ
て

い
た
。
承
久
の
乱
以
前
は
、
朝
廷
側
が
慎
重
に
穢
否
の
判
断
を
下
し
て
い

表1　幕府要人の死去と触穢

死亡者と没年 勘仲記 師守記 後深心院関白記 備　　考
① 源頼朝（1199） ○ ─ ○ 軒廊御卜で穢否を判断
② 源実朝（1219） ─ ─ △ 院中のみ丙穢とする
③ 北条義時（1224） ○ ○ ○
④ 北条政子（1225） ○ ─ ─
⑤ 竹御所（1234） ○ ─ ─
⑥ 北条泰時（1242） ○ ○ ○
⑦ 北条経時（1246） ○ ─ ─
⑧ 北条時頼（1263） ─ △ △ 院評定のみ停止する
⑨ 北条時宗（1284） ○ ○
⑩ 北条貞時（1311） ○ ○
⑪ 足利尊氏（1358） ─ ○

※○は天下触穢の勘例、△は天下触穢以外の勘例、─は勘例なし
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た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
「
は
じ
め
に
」
で
、『
法
曹
至
要
抄
』

一
七
六
条
触
穢
可
依
時
議
事
で
み
た
よ
う
に
、
穢
否
に
関
し
て
「
定
例
」

は
な
く
、
そ
の
最
終
判
断
は
治
天
の
君
が
下
す
と
の
規
定
に
拠
っ
て
い
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
⑧
北
条
時
頼
死
去
の
際
に
は
穢
れ
と
は
な
ら

な
か
っ
た
が
、
院
評
定
が
停
止
さ
れ
た
。
鎌
倉
幕
府
と
と
も
に
滅
亡
し
た

最
後
の
得
宗
北
条
高
時
を
除
き
、
承
久
の
乱
後
の
得
宗
で
京
中
に
穢
れ
が

及
ば
な
か
っ
た
の
は
時
頼
の
死
が
唯
一
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
の
背

景
に
は
、
政
治
的
な
事
情
が
存
在
し
て
お
り
、
例
外
と
み
て
よ
い
と
考
え

る
（
後
述
）。

　

要
す
る
に
、
表
１
か
ら
は
、
㋑
、
承
久
の
乱
以
前
に
は
関
東
要
人
の
死

去
に
伴
う
、
京
都
で
の
穢
否
の
判
断
は
朝
廷
側
が
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
れ
は
源
氏
将
軍
の
み
が
対
象
で
あ
っ
た
。
㋺
、
承
久
の
乱
後
は
③
北
条

義
時
以
後
の
得
宗
の
死
去
が
穢
れ
と
し
て
京
都
に
伝
染
し
た
こ
と
、
そ
し

て
⑤
将
軍
九
条
頼
経
室
の
竹
御
所
の
例
が
み
え
て
い
る
よ
う
に
、
幕
府
の

権
力
者
の
み
で
は
な
く
、
将
軍
夫
人
な
ど
関
係
者
の
死
去
も
触
穢
の
対
象

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
が
読
み
取
れ
る
。
鎌
倉
中
期
以
降

は
、
京
都
で
判
断
を
下
す
ま
で
も
な
く
、
幕
府
要
人
の
死
去
は
伝
染
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
は
鎌
倉
で
起
こ
る
合
戦
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
っ

た
。
葉
室
定
嗣
の
『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
六
月
十
日
条
に

は
、
三
浦
一
族
が
滅
ん
だ
宝
治
合
戦
の
穢
否
に
つ
き
、

穢
気
事
、
建
保
義（
和
田
）盛

之
時
、
京
都
無
穢
気
之
沙
汰
、
然
而
承
久
以
後
、

関
東
与
洛
中
異
他
、
今
度
合
戦
之
穢
、
可
及
洛
中
之
条
勿
論
云
々
、

と
あ
り
、「
建
保
義
盛
之
時
」
つ
ま
り
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
の
和
田

合
戦
の
時
に
は
京
都
で
穢
否
の
沙
汰
は
な
か
っ
た
が
、
承
久
の
乱
後
は
関

東
（
鎌
倉
）
と
洛
中
は
「
異
他
」
る
、
ふ
た
つ
の
政
治
的
中
心
と
な
っ
た

の
で
、「
今
度
合
戦
」（
宝
治
合
戦
）
の
穢
れ
は
洛
中
に
及
ぶ
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る（
９
）。

承
久
の
乱
以
後
は
鎌
倉
で
の
戦

乱
に
よ
る
死
穢
も
京
都
に
伝
染
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
承
久
の
乱
で
の
幕

府
の
勝
利
に
よ
り
、
鎌
倉
幕
府
の
勢
力
は
朝
廷
を
凌
ぐ
こ
と
と
な
り
、
都

市
鎌
倉
は
京
都
と
並
ん
で
日
本
の
二
大
中
心
地
と
な
っ
た
。
京
・
鎌
倉
を

頻
繁
に
人
々
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
の
穢
気
が
京
都
に
及
ぶ
の

も
必
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
章
以
降
で
は
、
主
に
時
代
順
に
、
よ
り
詳
し
く
、
鎌
倉
幕
府
の
権
力

者
の
死
去
と
触
穢
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
源
氏
将
軍
の
死
去
と
触
穢

　

本
章
で
は
源
氏
将
軍
三
代
の
死
去
と
触
穢
に
つ
い
て
考
え
る
。
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１　

源
頼
朝

　

鎌
倉
幕
府
の
初
代
将
軍
源
頼
朝
は
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
正
月
十
三

日
に
没
し
た
。頼
朝
の
死
去
に
伴
う「
鎌
倉
中
触
穢
」に
よ
り
、二
月（
十
二

日
ヵ
）
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
鶴
岡
八
幡
宮
御
神
楽
神
事
が
延
期
さ

れ
て
、
三
月
十
一
日
に
行
わ
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』）。
鎌
倉
で
は
頼
朝

の
死
に
よ
り
、
三
十
日
間
の
触
穢
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
頼
朝
が
危
篤
で
出
家
し
た
と
の
報
は
、
京
都
に
正
月
十
七
日
の

夜
伝
わ
り
（『
明
月
記
』）、
二
十
日
に
な
っ
て
そ
の
死
没
報
告
が
も
た
ら

さ
れ
た
（『
猪
隈
関
白
記
』『
明
月
記
』）。
頼
朝
危
篤
の
報
に
よ
り
、
時
の

治
天
後
鳥
羽
上
皇
は
、
十
八
日
の
蓮
華
王
院
修
正
会
へ
の
御
幸
を
取
り
や

め
て
い
る（『
百
錬
抄
』）。こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
死
穢
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

頼
朝
危
篤
と
い
う
政
治
的
混
乱
状
況
を
慮
っ
て
、
御
幸
を
止
め
た
と
み
ら

れ
る
。

　

前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
頼
朝
の
死
去
が
京
都
に
触
穢
を
も
た
ら
す

の
か
否
か
の
判
定
の
た
め
に
軒
廊
御
卜
が
行
わ
れ
た（『
猪
隈
関
白
記
』『
明

月
記
』）。
正
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
要
人
の
死
去
は
先
例

が
な
い
た
め
、
後
鳥
羽
の
勅
定
に
よ
り
御
卜
が
行
わ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。頼
朝
死
去
の
報
か
ら
十
日
も
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。朝
廷
側
に
は
、

頼
朝
死
去
に
よ
る
穢
れ
へ
の
対
処
方
法
に
つ
き
混
乱
が
あ
っ
た
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る）

（1
（

。
当
時
、
朝
廷
政
治
の
実
権
は
土
御
門
天
皇
の
外
祖
父
源
通

親
が
握
っ
て
い
た
。
頼
朝
死
去
の
報
が
京
都
に
も
た
ら
さ
れ
た
正
月
二
十

日
、
通
親
は
除
目
を
行
い
、
頼
朝
の
子
頼
家
を
左
中
将
に
、
自
身
は
右
大

将
に
任
じ
て
い
る
（『
明
月
記
』）。
源
通
親
が
除
目
を
延
期
さ
せ
な
い
た

め
に
、
頼
朝
の
死
去
に
対
す
る
朝
廷
側
の
対
応
を
曖
昧
に
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る）

（（
（

。

　

さ
て
、
御
卜
の
結
果
、「
可
穢
之
由
占
申
」
し
、「
天
下
穢
気
」
と
な
り
、

祈
年
祭
・
大
原
野
祭
・
春
日
祭
な
ど
が
延
引
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
源

頼
朝
の
死
去
が
、
幕
府
要
人
の
死
が
触
穢
を
も
た
ら
す
と
の
最
初
の
事
例

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
天
下
」
と
は
、「
洛
中
」
や
「
京

中
」
と
も
互
換
性
が
あ
る
の
で
、
京
都
と
同
意
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ

の
「
天
下
穢
気
」
は
二
月
十
六
日
で
終
了
し
た
（『
猪
隈
関
白
記
』）。
な

ぜ
終
了
日
が
、
頼
朝
死
去
の
報
の
伝
わ
っ
た
三
十
日
後
の
二
月
二
十
日
と

な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　

軒
廊
御
卜
に
拠
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
源
頼
朝
の
死
去
に
よ
り
天
下
触

穢
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
鎌
倉
幕
府
要
人
の
死
去
は
洛
中
に
触
穢
を
も

た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
続
い
て
、
二
代
将
軍
源
頼
家
と
三
代
将
軍
源
実
朝

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
　

２　

源
頼
家

　

源
頼
家
の
死
去
も
、『
猪
隈
関
白
記
』
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
九
月

九
日
条
に
「
左
衛
門
督
頼
家
卿
薨
去
穢
気
遍
満
天
下
云
々
」
と
あ
る
よ
う
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に
、
天
下
触
穢
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
幣
や
東
大
寺
供
養
・
院
三
社

御
幸
が
延
引
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頼
家
死
去
の
報
は
九
月
七
日
朝
、
後
鳥

羽
上
皇
に
奏
聞
さ
れ
た
（『
猪
隈
関
白
記
』）
が
、
北
条
時
政
に
よ
る
虚
偽

の
報
告
で
あ
っ
た
。
頼
家
の
外
戚
比
企
氏
を
滅
ぼ
し
た
時
政
は
、
源
実
朝

を
将
軍
に
擁
立
す
る
た
め
、
偽
り
の
報
告
を
し
た
の
で
あ
っ
た
〔
九
月

二
十
三
日
に
京
都
で
は
、
頼
家
は
「
一
定
存
命
」
と
み
ら
れ
て
い
る
（『
明

月
記
』）〕。
こ
こ
で
は
源
頼
朝
に
続
く
、
鎌
倉
幕
府
首
長
の
将
軍
頼
家
の

死
が
天
下
触
穢
と
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
頼
家
は
実

際
に
は
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
七
月
十
八
日
に
伊
豆
修
善
寺
で
殺
害

さ
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』）。
幽
閉
中
の
前
将
軍
で
あ
り
、
そ
の
死
去
に

よ
り
鎌
倉
や
京
都
に
穢
れ
が
伝
染
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　

３　

源
実
朝

　

三
代
将
軍
源
実
朝
は
、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
正
月
二
十
七
日
、
甥

の
公
暁
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
。『
百
錬
抄
』同
年
二
月
六
日
条
に
拠
る
と
、

「
関
東
穢
及
洛
中
哉
否
事
可
有
御
卜
之
由
有
沙
汰
、
然
而
仙
洞
丙
穢
也
、

不
可
及
洛
下
之
旨
被
仰
下
」
た
と
い
う
。
頼
朝
の
時
と
同
様
に
御
卜
が
行

わ
れ
、「
仙
洞
丙
穢
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。「
内
裏
不
触
穢
、
仍
如
諸

社
祭
被
行
之
」
た
と
い
う
。
仙
洞
の
み
丙
穢
と
さ
れ
た
の
は
、
上
洛
し
た

東
使
が
、
幕
府
（
甲
穢
）
か
ら
京
都
守
護
（
乙
穢
）
に
向
か
い
、
京
都
守

護
の
使
者
が
院
御
所
（
丙
穢
）
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
何

れ
に
し
ろ
、
こ
こ
で
は
天
下
触
穢
と
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
当
時
は
承
久
の
乱
直
前
の
後
鳥
羽
院
政
期
で
あ
り
、
御
卜
が
行
わ
れ

た
と
は
い
え
、
触
穢
の
判
定
に
は
治
天
の
君
の
意
思
が
大
き
く
関
わ
っ
て

い
た
。
鎌
倉
将
軍
の
死
を
天
下
触
穢
と
せ
ず
「
仙
洞
丙
穢
」
の
み
に
止
め

た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
後
鳥
羽
の
鎌
倉
幕
府
観
が
窺
え
る
よ
う
に
も
み

え
て
興
味
深
い
。

　

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
源
氏
将
軍
三
代
の
死
去
と
そ
の
穢
れ
の
伝
染
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
。
三
代
何
れ
の
将
軍
の
場
合
も
穢
れ
は
京
都
に
伝
染

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
頼
朝
や
実
朝
の
場
合
に
顕
著
な
よ
う
に
、

源
通
親
や
後
鳥
羽
上
皇
ら
朝
廷
の
為
政
者
の
意
思
が
、
触
穢
の
在
否
な
ど

の
判
断
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
た）

（1
（

。

　

次
に
源
氏
将
軍
期
の
戦
乱
と
穢
れ
と
の
関
り
に
つ
い
て
も
み
て
お
こ
う
。

　

建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
の
和
田
合
戦
の
時
に
は
京
都
で
穢
否
の
沙
汰

が
な
か
っ
た
こ
と
は
前
章
で
み
た
。
こ
れ
は
承
久
の
乱
以
前
の
鎌
倉
幕
府

の
政
治
的
位
置
を
も
物
語
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
京
都
で

の
騒
乱
は
死
穢
を
生
じ
さ
せ
た
。
元
久
二
年
閏
七
月
二
十
九
日
の
平
賀
朝

雅
の
乱
に
よ
っ
て
、
石
清
水
放
生
会
と
北
野
祭
が
延
引
さ
れ
た
（『
明
月

記
』）。
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
の
平
治
の
乱
や
以
仁
王
の
乱
に
よ
っ

て
「
天
下
穢
」
が
生
じ
、
月
次
祭
・
神
今
食
が
延
引
さ
れ
た
（『
師
守
記
』

貞
和
三
年
六
月
九
日
条
）
の
と
同
様
で
あ
る
。
当
然
だ
が
、
京
都
周
辺
で
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の
戦
乱
は
死
穢
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

三
、
北
条
氏
得
宗
の
死
去
と
触
穢

　

本
章
で
は
北
条
義
時
か
ら
北
条
貞
時
ま
で
の
得
宗
（
北
条
氏
嫡
流
）
の

死
去
と
触
穢
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
北
条
政
子
や
執
権
・
連
署
に
任

じ
た
北
条
一
門
有
力
者
の
場
合
に
つ
い
て
も
考
え
る
。
な
お
付
言
し
て
お

け
ば
、
有
力
御
家
人
（
例
え
ば
三
浦
義
村
・
足
利
義
氏
ら
）
の
死
が
京
中

に
穢
れ
を
伝
染
さ
せ
た
こ
と
は
な
い
。

　
　

１　

北
条
義
時

　

北
条
義
時
は
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
六
月
十
三
日
に
死
去
し
た
。
義

時
は
、
承
久
の
乱
に
勝
利
し
、
鎌
倉
幕
府
の
覇
権
を
確
立
し
た
存
在
で
あ

る
。
そ
の
死
穢
に
よ
り
、
源
頼
朝
死
去
の
時
と
同
様
に
鎌
倉
中
に
穢
れ
が

伝
染
し
、
幕
府
の
六
月
祓
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
吾
妻

鏡
』
元
仁
元
年
六
月
二
十
九
日
条
は
、

今
日
、
無
六
月
祓
、
依
触
穢
也
、
天
下
諒
闇
之
時
不
被
行
之
由
、
及

御
沙
汰
云
々
、

と
記
し
、
義
時
死
去
の
触
穢
に
関
し
て
「
天
下
諒
闇
」
す
な
わ
ち
天
皇
が

父
母
の
喪
に
服
す
る
事
例
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

（1
（

。
幕
府
は
、

天
皇
や
将
軍
で
は
な
い
執
権
北
条
義
時
を
、
天
皇
の
父
母
に
擬
え
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
か
ら
み
れ
ば
陪
臣
で
、
将
軍
（
鎌
倉
殿
）
の

後
見
役
に
す
ぎ
な
い
執
権
義
時
で
あ
っ
た
が
、
承
久
の
乱
の
勝
利
に
よ
り

日
本
の
最
高
実
力
者
と
な
り
、
そ
の
死
は
幕
府
関
係
者
に
天
下
諒
闇
を
意

識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

義
時
死
去
の
報
は
六
月
十
八
日
京
都
に
伝
わ
り
、「
即
有
沙
汰
、
被
定

洛
中
卅
日
穢
」
に
定
め
ら
れ
た
（『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
四
月
九
日
条
）。

こ
の
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
御
躰
御
卜
奏
が
延
期
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
広

瀬
・
龍
田
祭
も
延
引
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
死
去
の
報
の
京
都
到

来
と
と
も
に
、
朝
廷
で
の
沙
汰
が
あ
っ
て
「
洛
中
卅
日
穢
」
が
決
定
さ
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
頼
朝
の
時
で
さ
え
、
朝
廷
側
に
政
治
的
な
背
景
が

あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
の
死
の
穢
否
に
関
し
十
日
も
後
に
御
卜
が
行
わ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
義
時
の
死
去
は
、
判
断
に
日
時
を
要
す
る
こ
と
な

く
天
下
触
穢
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
承
久
の
乱
の
勝
利
に
よ
り
、
幕
府
権

力
は
朝
廷
を
上
回
り
、
幕
府
の
本
拠
地
鎌
倉
は
京
都
と
並
ぶ
中
心
地
と

な
っ
た
。
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
義
時
以
後
、
鎌
倉
で
の
北
条
氏
家
督

の
死
去
は
天
下
触
穢
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

２　

北
条
政
子
・
竹
御
所

　

嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
七
月
十
一
日
に
亡
く
な
っ
た
、
源
頼
朝
の
未

亡
人
北
条
政
子
に
つ
い
て
も
、
朝
廷
で
は
「
経
沙
汰
、
被
定
洛
中
卅
日
穢
」

れ
た
（『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
四
月
九
日
条
）。
九
条
頼
経
の
将
軍
任
官
以
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前
、
実
質
的
な
将
軍
で
あ
っ
た
政
子
に
対
し
、
朝
廷
が
天
下
触
穢
と
し
た

の
は
当
然
と
も
い
え
る
。
鎌
倉
で
も
八
月
十
五
日
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生

会
が
そ
の
触
穢
に
よ
り
延
引
さ
れ
た
（『
吾
妻
鏡
』）。
政
子
の
死
か
ら

三
十
日
以
上
も
経
過
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
前
年
八
月
十
五
日
の
鶴
岡

放
生
会
も
六
月
の
北
条
義
時
の
死
穢
に
よ
り
延
期
さ
れ
て
い
た
。
政
子
や

義
時
ら
の
触
穢
が
三
十
日
以
上
続
い
て
い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
義
時

の
死
が
天
下
諒
闇
を
意
識
さ
せ
た
よ
う
に
、
当
時
の
鎌
倉
で
は
権
力
者
の

死
去
が
『
延
喜
式
』
の
規
定
以
上
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
い

え
よ
う
。

　

四
代
将
軍
九
条
頼
経
の
室
竹
御
所
が
死
去
し
た
時
に
も
、京
都
で
は「
有

沙
汰
、
被
定
洛
中
卅
日
穢
」
れ
た
（『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
四
月
九
日
条
）。

竹
御
所
の
死
は
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
七
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
る

が
、
京
都
で
は
そ
の
穢
否
に
つ
き
、
外
記
勘
申
と
公
卿
へ
の
諮
問
が
行
わ

れ
て
い
る
。
将
軍
夫
人
と
い
う
こ
と
で
は
北
条
政
子
と
同
じ
で
あ
る
が
、

そ
の
政
治
的
位
置
は
政
子
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
た
め
、
朝
廷
で

穢
否
の
沙
汰
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
竹
御
所
は
源
頼
家
の
遺

児
、
そ
し
て
当
時
朝
廷
政
治
を
主
導
し
て
い
た
九
条
道
家
の
子
将
軍
頼
経

の
夫
人
で
あ
り
、
そ
の
貴
種
性
は
抜
群
で
あ
っ
た
。
八
月
四
日
、
天
下
触

穢
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

３　

北
条
泰
時

　

北
条
泰
時
は
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
六
月
十
五
日
死
去
し
、
そ
の
報

は
同
月
十
九
日
夜
、
京
都
に
伝
え
ら
れ
た
（『
平
戸
記
』『
民
経
記
』）。「
廿

日
有
沙
汰
、
被
定
卅
日
穢
」
る
と
、
翌
日
朝
廷
で
沙
汰
が
あ
り
、
直
ち
に

触
穢
と
さ
れ
て
い
る
（『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
四
月
九
日
条
）。「
卅
日
穢
」

と
は
天
下
触
穢
の
こ
と
で
あ
る
。
父
義
時
の
時
と
同
様
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
こ
の
時
、
朝
廷
政
治
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
の
は
泰
時
が
本
年
正

月
に
擁
立
し
た
後
嵯
峨
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
天
下
触
穢
に
よ
り
、
朝
廷
で

行
わ
れ
る
神
事
や
、
広
瀬
・
龍
田
祭
な
ど
が
延
期
さ
れ
た
。

　

泰
時
死
去
の
天
下
触
穢
で
は
、
泰
時
が
鎌
倉
で
死
ん
だ
六
月
十
五
日
を

起
点
に
し
て
三
十
日
穢
と
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
義
時
や
政
子
の

場
合
に
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
源
頼
朝
の
時
に
は
、
頼
朝
が
死
ん
だ
当
日

を
起
点
と
し
て
三
十
日
穢
を
定
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。頼
朝
の
場
合
、

京
都
に
そ
の
死
亡
の
報
が
届
い
た
日
を
開
始
日
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
泰
時
で
は
命
日
が
触
穢
の
起
点
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
京
都
で
の
触
穢
の
期
間
は
数
日
と
は
い
え
短
縮
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
死
穢
に
よ
る
影
響
は
減
少
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
下

触
穢
の
開
始
日
を
命
日
か
ら
と
す
る
規
定
が
、
朝
廷
に
よ
る
発
想
か
、
幕

府
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
後
で
述
べ
る
、
北
条
時
頼
や

北
条
重
時
の
事
例
を
考
慮
す
る
と
、
幕
府
側
が
そ
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
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た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
幕
府
の
意
向
に
従
順
で
あ
っ
た
後
嵯
峨
天
皇

が
そ
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　
　

４　

北
条
経
時

　

北
条
泰
時
の
孫
経
時
は
病
弱
で
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
三
月
十
三

日
、
弟
時
頼
に
執
権
職
を
譲
っ
た
後
の
閏
四
月
一
日
、
三
十
三
歳
で
没
し

た
。
そ
の
死
去
の
報
は
三
日
後
の
閏
四
月
四
日
の
朝
に
は
京
都
に
伝
え
ら

れ
た
（『
葉
黄
記
』）。
し
か
し
『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
四

月
九
日
条
に
、

寛
元
四
年
閏
四
月
十
五
日
、
武
蔵
守
経
時
卒
、
件
穢
日
来
不
混
洛
中

之
儀
也
、
然
而
後
日
為
洛
中
卅
日
穢
之
由
被
定
云
々
、

と
あ
る
よ
う
に
、
死
去
の
報
を
承
け
て
直
ち
に
三
十
日
間
の
洛
中
触
穢
と

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
後
日
」
に
穢
れ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
後
日
と

は
こ
の
記
事
の
日
付
で
あ
る
閏
四
月
十
五
日
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
経
時

の
場
合
、
当
初
朝
廷
で
は
、
そ
の
死
去
の
穢
れ
が
京
都
に
伝
染
す
る
の
か

ど
う
か
判
断
に
迷
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
興
味

深
い
の
は
、
ま
だ
経
時
が
死
去
す
る
前
の
『
葉
黄
記
』
四
月
二
十
四
日
条

の
記
事
で
あ
る
。

少
時
参
御
所
、
御
幸
間
事
条
々
有
沙
汰
、
前（
土
御
門
定
通
）

内
府
祗
候
、
経（
北
条
）時

雖
有

事
、
穢
気
不
可
及
之
由
、
重（
北
条
）時

令
申
云
々
、

と
あ
り
、
当
時
在
京
し
て
い
た
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
が
、
経
時
が
死
ん

で
も
穢
気
が
京
都
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
、
前
内
大
臣
土
御
門
定
通
に

語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
定
通
は
後
嵯
峨
上
皇
の
権
臣
で
、
重
時
の
義

兄
弟
で
も
あ
る
。
し
か
し
本
来
、
京
都
の
穢
否
の
判
断
は
朝
廷
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
長
期
に
わ
た
り
探
題
と
し
て
在
京
し
て
い
る

重
時
に
は
、
当
然
そ
れ
は
承
知
済
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
重
時
が
「
経
時
雖

有
事
、
穢
気
不
可
及
」
と
い
っ
た
の
は
、
か
つ
て
拙
著
『
北
条
重
時
』

（
九
一
・
九
二
頁
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
重
時
の
北
条
経
時
へ
の
評
価

に
依
拠
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
四
年
に
満
た
な
い
経
時
政
権

を
、
北
条
義
時
や
泰
時
の
政
権
と
同
列
に
位
置
付
け
る
必
要
は
な
く
、
そ

の
死
去
に
よ
り
天
下
触
穢
は
発
生
し
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
長
年
に

わ
た
っ
て
北
条
泰
時
を
補
佐
し
た
、
連
署
北
条
時
房
の
死
去
の
時
で
さ
え

天
下
触
穢
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
後
述
）。
重
時
は
、
経
時

が
天
下
触
穢
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
政
治
的
存
在
と
は
見
做
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
ら
の
意
見
も
あ
っ
て
、
朝

廷
内
で
も
触
穢
伝
染
の
判
断
に
迷
い
が
あ
り
、
後
日
に
な
っ
て
、
天
下
触

穢
と
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
廷
に
よ
る
穢
否
の
判
断
に
、
幕
府

側
の
考
え
が
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る）

（1
（

。

　
　

５　

北
条
時
頼

　

北
条
時
頼
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
十
一
月
二
十
二
日
に
没
し
、
同
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月
二
十
七
日
そ
の
死
去
は
朝
廷
に
報
じ
ら
れ
た
（『
師
守
記
』
貞
治
六
年

五
月
四
日
条
）。
時
頼
は
北
条
氏
の
家
督
で
あ
る
得
宗
権
力
を
確
立
し
、

九
条
道
家
の
勢
力
を
排
除
し
て
後
嵯
峨
院
政
を
強
力
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
１
で
み
た
よ
う
に
、
そ
の
死
去
に
よ
り
天

下
触
穢
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
奇
異
に
思
え
る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
『
実
躬
卿
記
』
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
十
月

十
三
日
条
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
月
、
得
宗
北
条
貞
時
の
母
潮
音
院
尼
が

死
去
し
、
朝
廷
で
は
先
例
を
踏
ま
え
穢
否
な
ど
に
つ
き
沙
汰
が
あ
っ
た
。

時
の
治
天
後
宇
多
上
皇
か
ら
諮
問
を
受
け
た
関
東
申
次
西
園
寺
公
衡
は
、

関
東
有
事
之
時
、大
略
毎
度
被
定
三
十
个
日
穢
歟
、時（
北
条
）宗

之
時
同
前
、

諸
神
事
令
延
引
畢
、
重（
北
条
）時

・
時（
北
条
）頼

之
時
、
非
触
穢
之
由
、
別
自
関
東

令
申
之
間
、
如
神
事
被
遂
行
了
、
今
度
事
可
在
時
宜
歟
、
且
相
尋
武

家
可
言
上
、

と
回
答
し
て
い
る
。
現
代
文
に
し
て
み
る
と
、

幕
府
要
人
に
不
幸
な
ど
が
あ
る
と
、
大
抵
い
つ
も
京
都
で
は
三
十
日

の
触
穢
と
な
り
ま
す
。
北
条
時
宗
死
去
の
時
も
同
様
で
、
諸
神
事
が

延
期
さ
れ
ま
し
た
。
北
条
重
時
・
時
頼
死
去
の
際
に
は
、
触
穢
と
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、特
に
幕
府
か
ら
申
し
入
れ
て
き
た
の
で
、

神
事
は
い
つ
も
通
り
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
度
の
こ
と
は
上
皇
の
ご

意
志
で
決
定
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
六
波
羅
探
題
に
も
尋
ね
て
言
上

い
た
し
ま
す
。

の
、
よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
時
頼
死
去
の
時
に
は
幕
府
の
特
別
な
指

示
に
基
づ
い
て
、
天
下
触
穢
と
は
定
め
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

は
時
頼
と
併
記
さ
れ
て
い
る
北
条
重
時
の
時
も
同
様
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
重
時
は
執
権
時
頼
を
補
佐
し
た
連
署
で
、
六
波
羅
探
題
に
長
期
在
任

し
た
経
験
も
あ
り
、
後
嵯
峨
皇
統
の
守
護
者
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
死

去
は
時
頼
死
没
の
二
年
前
の
弘
長
元
年
十
一
月
三
日
で
あ
る
。要
す
る
に
、

時
頼
・
重
時
死
去
の
際
に
は
幕
府
の
指
示
に
よ
り
、
後
嵯
峨
院
政
下
の
朝

廷
は
天
下
触
穢
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

北
条
時
頼
は
北
条
重
時
と
と
も
に
後
嵯
峨
上
皇
を
支
え
る
一
方
で
、
院

評
定
制
を
発
足
さ
せ
、
京
都
の
篝
屋
を
廃
止
し
、
ま
た
検
非
違
使
庁
を
再

興
さ
せ
る
な
ど
、
朝
廷
の
自
立
化
を
は
か
っ
て
い
た
。
幕
府
が
朝
廷
政
治

に
過
度
に
介
入
し
、
影
響
力
を
行
使
し
続
け
な
い
と
い
う
基
本
方
針
で
あ

る
。
自
己
の
死
去
に
よ
り
触
穢
が
京
都
に
伝
染
し
な
い
と
い
う
の
も
、
朝

廷
と
の
協
調
関
係
は
重
視
す
る
も
の
の
、
幕
府
と
朝
廷
と
は
お
互
い
自
律

的
な
存
在
で
、
鎌
倉
幕
府
が
京
都
朝
廷
に
対
し
多
大
な
影
響
力
を
与
え
る

の
で
は
な
く
、
朝
廷
の
も
の
は
朝
廷
に
任
せ
よ
う
と
す
る
、
時
頼
政
権
の

基
本
的
性
格
と
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
幕
府
の

政
治
姿
勢
を
考
慮
す
る
と
、
時
頼
や
重
時
の
生
前
の
意
思
に
よ
り
、
天
下

触
穢
不
発
生
と
い
う
指
示
が
、
幕
府
か
ら
朝
廷
に
対
し
発
せ
ら
れ
た
の
で
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あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
朝
廷
は
時
頼
の
死
に
対
し
、
天
下
触
穢
と
定
め
な
か
っ
た
も
の

の
、
院
評
定
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弔
意
を
表
し
た
。
十
二
月
一
日

と
六
日
の
評
定
を
止
め
て
い
る
（『
後
深
心
院
関
白
記
』
貞
治
六
年
十
二

月
十
日
条
）。こ
の
事
例
を
嚆
矢
と
し
て
、朝
廷
に
よ
る
議
定
停
止
行
為
が
、

幕
府
へ
の
弔
意
を
表
す
作
法
と
し
て
定
着
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
　

６　

北
条
時
宗

　

北
条
時
宗
は
弘
安
七
年
四
月
四
日
に
没
し
、
そ
の
死
去
の
報
は
三
日
後

の
七
日
に
は
京
都
に
伝
え
ら
れ
た（『
師
守
記
』貞
治
六
年
五
月
四
日
条
）。

四
月
九
日
、
時
の
治
天
亀
山
上
皇
は
、
関
白
鷹
司
兼
平
に
「
穢
事
別
不
申

者
、
無
左
右
可
為
穢
之
由
、
被
仰
下
之
条
如
何
」
と
問
い
、
兼
平
は
「
武

家
有
申
旨
歟
之
由
、
可
被
尋
仰
春（
西
園
寺
実
兼
）

宮
大
夫
歟
之
由
」
と
答
え
て
い
る
（『
勘

仲
記
』）。
亀
山
が
、「
穢
事
別
不
申
者
」
つ
ま
り
、
時
宗
死
去
の
穢
否
に

つ
い
て
幕
府
か
ら
別
し
て
申
し
入
れ
が
な
け
れ
ば
、
天
下
触
穢
と
定
め
る

の
は
ど
う
か
と
勅
問
し
た
の
に
対
し
、
兼
平
は
、
武
家
つ
ま
り
六
波
羅
探

題
に
、
関
東
申
次
西
園
寺
実
兼
を
通
じ
、
幕
府
の
指
示
の
有
無
を
確
か
め

る
よ
う
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
幕
府
か
ら
の
特
別
な
申
し
入
れ

が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
西
園
寺
実
兼
は
「
可
為
穢
之
由
」
と
亀
山
上

皇
に
申
し
入
れ
た
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
朝
廷
が
幕
府
の
穢
否
に
関
す
る
指
示
を
重

視
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
北
条
時
頼

や
重
時
死
去
の
時
に
は
天
下
触
穢
と
し
な
い
と
い
う
幕
府
の
意
向
に
従
っ

て
い
た
。
も
し
も
こ
の
時
、
時
宗
の
死
を
穢
れ
と
は
し
な
い
と
い
う
、
幕

府
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
な
ら
、
朝
廷
は
や
は
り
、
そ
の
指
示
に
従
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。本
来
、治
天
の
君
ら
朝
廷
の
為
政
者
が
、

触
穢
の
在
否
な
ど
を
判
断
し
て
い
た
の
だ
が
、
北
条
重
時
や
時
頼
の
死
去

以
来
、
幕
府
側
の
意
向
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

さ
て
時
宗
死
去
の
穢
れ
に
よ
り
、
賀
茂
・
中
山
・
大
神
・
日
吉
・
吉
田

祭
な
ど
の
諸
社
祭
が
延
期
さ
れ
た
。
そ
し
て
四
月
十
三
日
に
は
六
月
ま
で

「
洛
中
城
外
五
畿
七
道
」
を
対
象
と
す
る
殺
生
禁
断
が
宣
下
さ
れ
て
い
る

（『
勘
仲
記
』）。
こ
れ
は
「
先
例
雖
無
此
例
、
今
度
事
為
別
儀
歟
」
と
さ
れ
、

亀
山
上
皇
の
意
思
に
よ
る
も
の
ら
し
い
。
殺
生
禁
断
期
間
は
約
百
日
間
に

及
ん
だ
。
ま
た
閏
四
月
二
十
一
日
に
再
開
さ
れ
る
ま
で
院
評
定
も
停
止
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
弘
安
七
年
の
時
宗
の
死
は
天
下
触
穢
の
み
で
な
く
、
殺
生

禁
断
や
院
評
定
停
止
を
も
生
じ
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
の
幕
府
要
人
の
死
去
の

な
か
で
、
最
も
朝
廷
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

北
条
時
宗
の
時
代
か
ら
は
鎌
倉
の
災
害
な
ど
に
対
し
て
も
、
朝
廷
が
敏

感
に
反
応
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
建
治
二
年
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（
一
二
七
六
）
正
月
二
十
四
日
に
は
、
鎌
倉
の
火
事
に
よ
り
下
名
が
延
引

さ
れ
て
い
る
（『
師
守
記
』
貞
和
五
年
三
月
十
五
日
条
）。
ま
た
時
宗
死
去

後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
霜
月
騒
動
（
一
二
八
五
）・
平
禅
門
の
乱

（
一
二
九
三
）・
嘉
元
の
乱
（
一
三
〇
五
）
な
ど
の
鎌
倉
の
戦
乱
に
よ
り
、

天
下
触
穢
が
発
生
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
第
一
章
で
述
べ
た
、
宝
治
合
戦
の

時
と
同
様
な
事
態
で
あ
る
。

　
　

７　

北
条
貞
時

　

北
条
貞
時
は
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
月
二
十
六
日
に
死
去
し
、
そ

の
死
没
の
報
は
十
一
月
三
日
に
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
た
（『
師
守
記
』
貞
治

六
年
五
月
四
日
条
）。
即
日
天
下
触
穢
と
な
り
、
諸
社
祭
が
停
止
ま
た
は

延
期
さ
れ
た
。
表
１
の
『
師
守
記
』『
後
深
心
院
関
白
記
』
の
勘
例
に
拠

れ
ば
、
山
科
・
平
野
・
春
日
・
杜
本
・
当
麻
・
松
尾
・
梅
宮
・
中
山
・
率

川
な
ど
の
祭
礼
が
停
止
さ
れ
、
大
原
野
・
園
・
韓
神
・
鎮
魂
祭
が
延
期
さ

れ
て
い
る
。
朝
廷
で
の
五
節
や
豊
明
節
会
も
中
止
と
な
り
、
新
嘗
祭
は

十
一
月
三
十
日
に
延
期
さ
れ
た
。
貞
時
が
死
去
し
た
の
は
、
諸
社
祭
な
ど

が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
時
期
で
あ
り
、
天
下
触
穢
の
発
生
は
、
そ
れ
ら
の
祭

礼
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
当
時
は
伏
見
院
政
期
で

あ
っ
た
が
、
雑
訴
沙
汰
も
、
十
二
月
十
九
日
の
御
前
評
定
ま
で
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
伏
見
上
皇
は
殺
生
禁
断
令
こ
そ
発
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
貞
時

の
死
去
は
北
条
時
宗
の
時
と
同
様
に
、
京
都
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
花
園
天
皇
日
記
』
に
拠
る
と
、
花
園
天
皇
は
「
関
東
事
過

三
十
日
了
」
と
し
て
、
十
一
月
二
十
六
日
に
笛
を
吹
き
始
め
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
天
下
触
穢
は
貞
時
死
去
の
十
月
二
十
六
日
を
開
始
日
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
北
条
泰
時
の
死
去
以
来
、
鎌
倉
要
人
の
死
没
に
伴
う
天
下

触
穢
は
、
そ
の
死
亡
日
を
開
始
日
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　

さ
て
北
条
貞
時
の
時
代
に
は
、
そ
の
近
親
が
死
去
し
た
際
に
も
朝
廷
は

特
別
の
対
応
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
十
月
五
日
、
去
る
九
月
三
十
日
に
、
得
宗
貞

時
嫡
子
菊
寿
丸
が
五
歳
で
他
界
し
た
と
の
報
を
受
け
た
朝
廷
は
、
こ
の
日

よ
り
雑
訴
奏
事
を
七
日
間
停
止
し
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

十
月
に
は
貞
時
女
子
の
死
去
に
よ
り
、
奏
事
並
び
に
雑
訴
沙
汰
を
五
日
間

止
め
て
い
る
（『
園
太
暦
』
貞
和
元
年
八
月
二
日
条
）。
触
穢
と
い
う
判
断

は
下
さ
な
い
も
の
の
、
朝
廷
は
雑
訴
沙
汰
な
ど
の
政
務
を
一
時
停
止
し
、

弔
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
先
に
み
た
北
条

時
頼
や
重
時
ら
の
ケ
ー
ス
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
廷
は
政
務

を
数
日
間
停
止
す
る
だ
け
だ
か
ら
、
そ
の
影
響
を
最
小
限
に
留
め
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
乾
元
元
年
八
月
に
は
将
軍
久
明
親
王
の
女
子
が
亡
く
な
っ
た
が
、

こ
の
時
朝
廷
に
特
別
な
対
応
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
（『
園
太
暦
』
貞
和
元
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年
八
月
二
日
条
）。
乾
元
元
年
は
久
明
が
出
身
し
た
持
明
院
統
で
は
な
く
、

大
覚
寺
統
後
宇
多
上
皇
の
治
世
下
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
将
軍
よ
り
も
得
宗
の
子
ど
も
の
死
去

の
方
が
、
朝
廷
に
と
っ
て
重
大
な
出
来
事
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ま
た
北
条
時
頼
や
時
宗
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
が
、
貞
時
期
に
は
そ
の

母
親
が
死
去
す
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
、
京
都
に
そ
の
死
穢
が
伝
染
し
て

い
る
。
徳
治
元
年
十
月
十
三
日
、
去
る
九
日
に
貞
時
母
の
潮
音
院
尼
（
堀

内
殿
）
が
死
去
し
た
こ
と
が
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
た
（『
実
躬
卿
記
』）。
得

宗
の
母
潮
音
院
尼
の
死
去
に
よ
っ
て
天
下
触
穢
と
な
り
、
五
節
が
停
止
さ

れ
、
諸
社
祭
も
延
期
さ
れ
た
。
十
一
月
十
一
日
に
御
前
評
定
が
行
わ
れ
る

ま
で
、
評
定
聴
断
も
停
止
さ
れ
て
い
る
（『
師
守
記
』
貞
治
四
年
五
月
六

日
条
）。
最
高
実
力
者
で
あ
る
得
宗
の
生
母
死
去
に
よ
り
天
下
触
穢
が
発

生
し
た
の
で
あ
る
。
北
条
政
子
死
去
の
時
と
同
様
で
あ
っ
た
。

　

北
条
貞
時
期
に
な
る
と
、そ
の
母
親
の
死
去
に
よ
り
天
下
触
穢
と
な
り
、

子
ど
も
の
死
没
に
対
し
て
も
朝
廷
が
公
務
を
停
止
し
、
弔
意
を
表
す
よ
う

に
な
っ
た
。将
軍
の
子
ど
も
の
死
去
に
対
し
、朝
廷
は
特
に
対
応
し
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
朝
廷
が
得
宗
北
条
貞
時
を
、
幕
府
の
征
夷
大
将
軍
久
明
親

王
を
凌
ぐ
、
鎌
倉
の
最
高
権
力
者
と
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

か
つ
て
拙
稿）

（1
（

で
、
貞
時
の
時
代
に
「
得
宗
を
中
心
と
す
る
北
条
一
門
は
国

政
の
一
翼
を
担
う
存
在
と
し
て
、
幕
府
の
み
で
は
な
く
朝
廷
か
ら
も
、
公

的
に
位
置
付
け
ら
れ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う

な
得
宗
近
親
の
死
去
に
対
す
る
朝
廷
側
の
反
応
か
ら
も
窺
え
る
と
思
う）

（1
（

。

北
条
貞
時
の
時
代
に
得
宗
は
、
朝
廷
と
の
関
係
に
お
い
て
将
軍
権
威
を
も

凌
駕
す
る
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

８　

北
条
政
村
・
北
条
重
時
・
大
仏
宣
時

　

こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
得
宗
の
死
去
と
触
穢
に
つ
い
て
考
え
て
き
た

が
、
北
条
氏
一
門
の
執
権
や
連
署
が
死
去
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
み
て
み
よ
う
。

　

北
条
氏
庶
流
の
執
権
で
、
戦
死
で
は
な
く
、
病
死
な
ど
自
然
死
し
た
人

物
と
し
て
北
条
長
時
（
極
楽
寺
流
）・
政
村
・
師
時
（
得
宗
庶
流
）・
宗
宣

（
大
仏
流
）・
煕
時
（
政
村
流
）
の
五
人
が
い
る
。
彼
ら
の
死
去
も
京
都

に
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
死
去
に
よ
り
天
下
触
穢
と
定
め
ら
れ
た
所
見
は

な
い
。
将
軍
の
後
見
役
で
あ
る
執
権
と
は
い
え
、
北
条
氏
庶
流
の
場
合
、

朝
廷
は
、
そ
の
死
去
が
京
都
に
触
穢
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
存
在
と
は
位

置
付
け
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
北
条
政
村
が
死
去
し

た
際
に
は
、
そ
の
報
せ
か
ら
三
日
後
の
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
閏
五
月

七
日
の
議
定
が
延
引
さ
れ
て
い
る（『
吉
続
記
』）。亀
山
親
政
下
の
朝
廷
は
、

北
条
時
頼
死
去
の
時
と
同
様
な
方
法
で
弔
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
政
村

は
「
東
方
遺
老
」
と
呼
ば
れ
た
幕
府
宿
老
で
あ
り
（
同
記
）、
北
条
氏
庶
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流
出
の
執
権
と
は
い
え
、朝
廷
は
特
別
に
弔
意
を
表
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
鎌
倉
で
は
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
六
月
十
二
日
の
執
権
大
仏
宗

宣
の
死
去
に
よ
り
、
二
十
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
鶴
岡
八
幡
宮
の
神
事
が

七
月
二
十
日
に
延
期
さ
れ
て
い
て
、
得
宗
で
な
い
執
権
の
死
去
に
よ
っ
て

も
触
穢
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
（『
鶴
岡
社
務
記
録
』）。

　

次
に
連
署
の
場
合
を
み
よ
う
。
仁
治
元
年
正
月
の
初
代
連
署
北
条
時
房

の
死
去
の
時
に
は
、
京
都
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
時
房
の
死
去
を
記
す
『
平
戸
記
』
に
も
触
穢
関
連
の
記
事
は
見

出
せ
な
い
。
連
署
は
執
権
と
並
ぶ
将
軍
後
見
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
朝
廷

は
、
連
署
北
条
時
房
を
執
権
北
条
泰
時
（
時
房
の
二
年
半
後
に
死
去
）
と

同
等
に
位
置
付
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
次
の
連
署
北
条
重
時
の
場
合
に
は
朝
廷
が
弔
意
を
表
し
て
い

た
。
弘
長
元
年
十
一
月
に
死
去
し
た
、
元
連
署
の
北
条
重
時
に
対
し
、
朝

廷
が
天
下
触
穢
と
定
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
北
条
時
頼
の
項
で
み
た
通

り
で
あ
る
。
重
時
は
六
波
羅
探
題
を
約
十
七
年
間
務
め
、
後
嵯
峨
上
皇
や

将
軍
宗
尊
親
王
の
守
護
者
的
存
在
の
幕
府
重
鎮
で
あ
っ
た
。連
署
な
が
ら
、

後
嵯
峨
院
政
下
の
朝
廷
が
重
時
の
功
績
を
賞
す
る
意
味
も
あ
っ
て
、
天
下

触
穢
と
定
め
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
幕
府
の
指
示
に

よ
り
止
め
ら
れ
た
。

　

鎌
倉
末
期
の
元
連
署
大
仏
宣
時
が
死
去
し
た
時
に
も
奏
事
議
定
が
停
止

さ
れ
て
い
る
。
宣
時
は
北
条
時
頼
時
代
か
ら
活
動
し
て
い
た
北
条
一
門
の

宿
老
で
、北
条
貞
時
の
連
署
を
十
年
以
上
務
め
た
。元
亨
三
年（
一
三
二
三
）

六
月
三
十
日
に
、
八
十
六
歳
の
高
齢
で
死
去
し
た
。
か
よ
う
な
幕
府
重
鎮

で
あ
っ
た
か
ら
か
、
奏
事
議
定
の
停
止
の
み
で
な
く
、
後
宇
多
法
皇
や
後

醍
醐
天
皇
、
そ
し
て
花
園
上
皇
ら
が
弔
意
の
文
書
を
幕
府
に
送
っ
て
い
る

（『
花
園
天
皇
日
記
』
元
亨
三
年
七
月
十
三
日
条
）。
鎌
倉
末
期
に
な
る
と
、

両
統
迭
立
も
あ
っ
て
か
、
朝
廷
側
の
幕
府
要
人
の
死
没
に
対
す
る
気
遣
い

も
相
当
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

連
署
止
ま
り
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
重
時
・
宣
時
の
よ
う
な
幕
府
重
鎮

の
場
合
で
は
、
朝
廷
は
弔
意
を
表
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、

弘
安
十
年
六
月
、
連
署
北
条
業
時
（
極
楽
寺
流
）
が
死
去
し
た
時
に
は
、

朝
廷
は
特
に
対
応
を
み
せ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る（『
実
躬
卿
記
』『
新

抄
』）。
こ
れ
は
業
時
が
重
時
（
業
時
の
父
で
も
あ
る
）
と
並
ぶ
よ
う
な
政

治
的
実
績
を
残
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
朝
廷
は
連
署
ク
ラ
ス
に
対
し

て
は
、
そ
の
政
治
実
績
を
基
準
に
弔
意
を
表
す
か
否
か
を
判
断
し
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。
な
お
鎌
倉
で
は
、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
九
月
、
連
署

大
仏
維
貞
死
去
に
よ
り
、
鶴
岡
神
事
が
延
引
さ
れ
て
い
る）

（1
（

（『
鶴
岡
社
務

記
録
』）。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
北
条
氏
庶
流
の
執
権
や
連
署
が
死
去
し
た
場

合
、
朝
廷
は
、
政
治
実
績
を
残
し
た
北
条
一
門
の
長
老
格
で
な
け
れ
ば
特
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に
対
応
し
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た
対
応
し
た
と
し
て
も
、
北
条
重

時
の
時
に
そ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
の
、
天
下
触
穢
と
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
議
定
停
止
な
ど
、
朝
廷
は
一
時
的
に
政
務
を
停
止
し
、
弔
意
を

表
し
た
の
で
あ
る
。
北
条
氏
庶
流
の
執
権
・
連
署
の
死
去
が
、
さ
ほ
ど
京

都
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
下
触
穢
を
生

じ
さ
せ
、
京
都
朝
廷
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
鎌
倉
幕
府
の
最

高
実
力
者
北
条
氏
得
宗
の
死
去
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

鎌
倉
の
源
氏
将
軍
や
北
条
氏
得
宗
の
死
去
は
京
都
に
天
下
触
穢
を
も
た

ら
し
た
。
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
展
開
は
、
守
護
・
地
頭
の
設
置
や
承
久
の

乱
な
ど
に
よ
り
朝
廷
権
力
を
弱
体
化
さ
せ
た
が
、
幕
府
要
人
の
死
去
が
京

都
に
穢
れ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
権
力
の
伸

長
は
、
穢
れ
と
い
う
観
念
的
な
面
で
も
王
朝
貴
族
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
い
え
る
。
特
に
鎌
倉
中
期
以
降
に
な
る
と
、
北
条
氏
得
宗
の
死
去

が
天
下
触
穢
を
も
た
ら
す
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
武
家
の
み
で
な
く
公
家

た
ち
に
も
、
得
宗
の
代
替
わ
り
＝
時
代
の
変
わ
り
目
を
意
識
さ
せ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

本
論
で
み
た
よ
う
に
、
鎌
倉
前
期
の
源
氏
将
軍
ま
で
は
京
都
で
の
穢
否

に
つ
い
て
は
朝
廷
が
判
断
を
下
し
て
い
た
。
し
か
し
承
久
の
乱
後
は
、
朝

廷
が
御
卜
を
行
う
こ
と
も
な
く
、
北
条
氏
の
死
去
に
よ
り
天
下
触
穢
が
生

じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
義
時
・
泰
時
・
経
時
・
時
宗
・
貞
時
ら
歴
代
得
宗

の
死
没
に
よ
り
天
下
触
穢
が
定
め
ら
れ
た
。
北
条
時
頼
の
時
に
は
、
幕
府

か
ら
の
申
し
入
れ
に
よ
り
天
下
触
穢
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
朝
廷
は
院

評
定
を
停
止
し
弔
意
を
表
し
た
。
新
た
な
弔
意
の
作
法
が
形
成
さ
れ
た
わ

け
で
あ
り
、
朝
廷
が
、
触
穢
で
は
な
く
、
こ
の
方
法
で
、
幕
府
要
人
ら
の

死
去
に
対
応
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
く
。

　

さ
て
北
条
氏
が
滅
ぶ
と
、
建
武
政
権
を
経
て
足
利
氏
の
時
代
と
な
る
。

最
後
に
、
南
北
朝
期
の
室
町
幕
府
要
人
の
死
去
と
触
穢
に
つ
い
て
概
観
し

て
お
き
た
い
。

　

室
町
幕
府
は
京
都
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
朝
廷
（
北
朝
）
の
幕
府

要
人
死
去
へ
の
対
応
は
、
鎌
倉
幕
府
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
四
月
の
将
軍
足
利
尊
氏
の
死
で
は
天
下
触
穢

と
定
め
ら
れ
た
（『
後
深
心
院
関
白
記
』
貞
治
六
年
十
二
月
十
日
条
）。
ま

た
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
十
二
月
の
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
母
上
杉

清
子
の
死
は
天
下
触
穢
、
貞
治
四
年
五
月
の
義
詮
母
赤
橋
登
子
の
死
で
は

三
十
日
間
の
雑
訴
停
止
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
登
子
の
死
に
よ
り
天
下
触
穢
と

な
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
室
町
将
軍
と
そ
の
母
の
死
去
は
、
得
宗
と
そ
の

母
の
死
去
と
同
様
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

1（
（

。
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貞
治
六
年
四
月
に
関
東
公
方
足
利
基
氏
が
死
去
し
た
時
に
は
、
雑
訴
を

七
日
間
停
止
し
て
い
る）

11
（

（『
師
守
記
』
貞
治
六
年
五
月
四
日
条
）。
こ
れ
は

北
条
氏
庶
流
の
政
村
や
宣
時
が
死
去
し
た
際
の
対
応
と
同
じ
と
い
え
よ

う
。
尊
氏
の
子
女
が
死
ん
だ
時
に
も
雑
訴
が
七
日
間
停
止
さ
れ
て
お
り

（『
園
太
暦
』
貞
和
元
年
八
月
二
日
・
同
二
年
七
月
九
日
条
）、
こ
れ
は
北

条
貞
時
の
子
女
が
夭
逝
し
た
時
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

以
上
を
み
る
と
、
南
北
朝
期
の
朝
廷
は
、
室
町
将
軍
を
得
宗
と
同
等
に

位
置
付
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
得
宗
は
相
模
守
や
武
蔵
守
に
任
じ
、

位
階
も
四
位
止
ま
り
だ
っ
た
が
、
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
。
朝
廷
に
し
て

み
れ
ば
、
武
家
政
権
の
首
長
と
は
源
氏
将
軍
─
得
宗
─
足
利
将
軍
な
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
三
代
将
軍
足
利
義
満
が
公
武
に
君
臨
す
る
未
曽
有
の

権
力
を
確
立
す
る
と
、
そ
の
状
況
も
変
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
公
武
の

接
近
・
融
合
に
よ
っ
て
、
朝
廷
に
新
た
な
武
家
観
が
生
じ
た
と
み
ら
れ
、

幕
府
要
人
の
死
去
へ
の
対
応
も
鎌
倉
期
の
先
例
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
室
町
期
に
な
る
と
公
武
関
係
も
変
化
し
、
触
穢
へ
の

対
応
も
新
た
な
展
開
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
れ
に
て
擱
筆
し
た
い
。

註（
１
） 

穢
れ
を
め
ぐ
る
様
相
に
つ
い
て
は
山
本
幸
司
氏
『
穢
と
大
祓
』（
平
凡
社
、

一
九
九
二
年
）
が
詳
し
い
。

（
２
） 「
中
世
の
触
穢
思
想
」（『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
六
八
・
一
九
七
二
年
、
所
収
）。

（
３
） 『
王
の
身
体　

王
の
肖
像
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
三
五
頁
以
下
。

（
４
） 「
中
世
の
触
穢
政
策
」（『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
四
〇
－
六
、一
九
九
一
年
）。

（
５
） 「「
神
国
」
の
形
成
」（『
日
本
中
世
の
穢
と
秩
序
意
識
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四

年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）。

（
６
） 『
鎌
倉
幕
府
と
朝
廷
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
一
八
二
・
一
八
三
頁
。

（
７
） 『
北
条
重
時
』（
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
、
二
〇
〇
九
年
）
九
一
・
九
二
頁
。

（
８
） 

佐
藤
進
一
氏
・
百
瀬
今
朝
雄
氏
・
笠
松
宏
至
氏
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻

公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
、
所
収
。

（
９
） 

こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
す
で
に
註
（
５
）
片
岡
氏
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
10
） 『
業
資
王
記
』
正
治
元
年
正
月
二
十
三
日
条
に
は
、「
関
東
事
」（
頼
朝
死
去
）
に

よ
り
、
業
資
王
が
、
こ
の
日
予
定
し
て
い
た
神
祇
伯
の
拝
賀
を
延
引
し
た
こ
と
が

み
え
る
。

（
11
） 『
明
月
記
』
で
藤
原
定
家
は
、
源
通
親
が
強
引
に
頼
家
を
左
中
将
に
任
じ
た
こ
と

に
つ
き
、「
遭
喪
之
人
、
本
官
猶
以
服
解
、
今
聞
薨
由
被
行
任
官
、
頗
背
人
倫
之

儀
歟
」
と
非
難
し
て
い
る
。
な
お
、
頼
家
任
官
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
橋

本
義
彦
氏
が
『
源
通
親
』（
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
、
一
九
九
二
年
）
一
三
七
～

一
三
九
頁
で
分
析
し
て
い
る
。

（
12
） 

な
お
、
源
氏
将
軍
以
後
、
摂
家
将
軍
二
代
・
親
王
将
軍
四
代
の
時
代
と
な
る
が
、

最
後
の
将
軍
守
邦
親
王
以
外
は
、
何
れ
も
鎌
倉
を
追
放
さ
れ
京
都
で
死
去
す
る
か

ら
、
そ
も
そ
も
鎌
倉
で
死
穢
が
生
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

（
13
） 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
貫
達
人
氏
「
鎌
倉
幕
府
と
御
家
人
」（『
郷
土
神
奈
川
』

一
〇
、一
九
八
〇
年
）
も
触
れ
て
い
る
。
な
お
北
条
義
時
が
死
去
す
る
前
年
の
貞
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応
二
年
五
月
十
四
日
に
、
後
堀
河
天
皇
の
父
後
高
倉
上
皇
が
死
去
し
て
諒
闇
と

な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
諒
闇
は
元
仁
元
年
五
月
二
十
四
日
に
終
了
し
て
い
る
。
幕

府
は
義
時
の
死
を
「
天
下
諒
闇
」
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
14
） 

宝
治
元
年
五
月
十
三
日
に
死
去
し
た
将
軍
九
条
頼
嗣
室
檜
皮
姫
（
北
条
時
頼
妹
）

の
天
下
触
穢
を
め
ぐ
り
、「
関
東
穢
事
、
時（
北
条
）頼

不
混
合
之
由
、
泰（
三
浦
）村

令
申
之
、
令

為
其
儀
者
不
可
及
京
中
穢
歟
」（『
百
錬
抄
』
五
月
二
十
六
日
条
）
と
の
、
三
浦
泰

村
の
意
見
が
あ
っ
た
た
め
、
朝
廷
で
軒
廊
御
卜
が
行
わ
れ
、
穢
と
定
め
ら
れ
た
こ

と
も
あ
る
（『
葉
黄
記
』
五
月
二
十
九
日
条
）。

（
15
） 

霜
月
騒
動
は
『
実
躬
卿
記
』
弘
安
八
年
十
一
月
二
十
一
日
条
、
平
禅
門
の
乱
は
同

記
永
仁
元
年
四
月
二
十
一
日
条
、
嘉
元
の
乱
は
『
続
史
愚
抄
』
嘉
元
三
年
四
月

二
十
七
日
・
五
月
七
日
条
、
参
照
。

（
16
） 『
吉
続
記
』
乾
元
元
年
十
月
十
二
日
条
・『
園
太
暦
』
貞
和
元
年
八
月
二
日
条
。

（
17
） 「
北
条
貞
時
」（
日
本
史
史
料
研
究
会
監
修
・
細
川
重
男
氏
編
『
鎌
倉
将
軍
・
執
権
・

連
署
列
伝
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
18
） 

た
だ
し
『
園
太
暦
』
貞
和
元
年
八
月
三
日
条
に
拠
れ
ば
、
徳
治
元
年
七
月
二
十
日

に
将
軍
久
明
親
王
の
御
息
所
が
死
去
し
た
時
に
は
、
京
都
が
触
穢
と
な
っ
た
こ
と

も
知
ら
れ
、
将
軍
も
鎌
倉
幕
府
首
長
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。

（
19
） 

な
お
永
仁
五
年
の
鶴
岡
放
生
会
は
、
八
月
六
日
の
北
条
貞
時
女
子
と
内
管
領
長
崎

光
綱
死
去
の
穢
れ
に
よ
っ
て
延
引
さ
れ
て
い
る
（『
鶴
岡
社
務
記
録
』）。
北
条
貞

時
期
に
な
る
と
、
内
管
領
と
い
う
得
宗
家
筆
頭
家
臣
の
死
穢
が
放
生
会
延
引
の
理

由
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
20
） 『
後
深
心
院
関
白
記
』
貞
治
六
年
十
二
月
十
日
条
・『
師
守
記
』
貞
治
四
年
五
月
八

日
条
。

（
21
） 

貞
治
六
年
十
二
月
の
将
軍
足
利
義
詮
死
去
に
つ
い
て
は
、
天
下
触
穢
と
定
め
ら
れ

た
と
の
明
確
な
所
見
は
な
い
。
た
だ
し
表
１
の
『
後
深
心
院
関
白
記
』
に
み
え
る

勘
例
が
注
進
さ
れ
た
こ
と
や
、
翌
年
正
月
の
殿
上
淵
酔
な
ど
朝
廷
行
事
が
停
止
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
天
下
触
穢
と
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
み
ら
れ
る
。

（
22
） 

応
永
五
年
十
一
月
に
、
足
利
基
氏
の
子
関
東
公
方
氏
満
が
死
去
し
た
時
に
も
雑
訴

が
七
日
間
停
止
さ
れ
て
い
る
（『
迎
陽
記
』
同
年
十
一
月
十
三
日
条
）。
ま
た
鎌
倉

で
は
、
氏
満
の
死
に
よ
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
八
脚
門
・
町
・
土
蔵
が
七
日
間
閉
じ

ら
れ
た
と
い
う
（『
鶴
岡
事
書
日
記
』
同
年
十
一
月
条
）。




